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ドイツ統一後 における垂直的財政調整の展開

霜 田 博 史

は じ め に

前稿において,州 間の水平的財政調整を特徴 としてきた ドイッの連邦財政調

整制度が,ド イツ統一を期にその性格を大きく変えていること,す なわち、従

来の水平的財政調整に加えて.垂 直的調整の役割が拡大してきていることを明

らかにした11c

その背景には,財 政力が大 きく異なる旧東 ドイッの諸州を新たに財政調整制

度に組み人れたことがある。旧東 ドイッ州を財政調整制度に受け入れるために,

旧西 ドイッ諸州,連 邦の財政負担が高まることになった。その制度調整の過程

において,連 邦の役割が強化されるという事態が生 じている,

近年 日本では.地 方分権議論の延長線上において,道 州制導入の議論が非常

に注目されるようになってきている2》。地方政府が中央政府から,財 政面 ・権

限の面で自立性を高めるために,地 方政府への税源移譲 さらには地方レベル

での水平的財政調整の意義が検討されている。そして,こ れまで ドイツの財政

制度は.連 邦制を反映 した分権的な体制を擁する代表格として,こ うした流れ

から見れば先駆的であるとみなされてきた.し か し,ド イッ統…後の現状を見

れば,む しろ中央政府である連邦から地方政府である州への再分配が拡大レ

ますますその意義を高めるようになってきている。

ドイッ統一後の財政調整制度の性格の変化について整理された論考は日本で

1)'拙稿「現代ドイッ州間財政調整の意義と限界」『経済論叢」第173巻第4号,ZOl)4年4月。
2)例 えば.U本 経済団体連合会 『活力と魅力溢れる日本をめざして:日本経済団体連合会新ピ
ジョン1日本経団連出版,2003年。
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はいまだ少ない餌 そこで,な ぜ分権的な体制を敷いているドイッにおいて
,

財政の面から見ればまさに集権化のような様相を示す ことになったのか,そ し

て,そ の内容はどのようなものなのか,と いうことを明らかにする必要がある。

本稿では,連 邦補充交付金に代表される.連 邦財政調整における垂直的財政

調整の発農過程を考察する。第1に,ド イッ連邦財政調整 における垂直的調整

の位置づけが,こ れまでの水平的財政調整を補完するという役割か ら
,む しろ

地域間再分配において主たる役割を担うようになってきているとい うことを明

らかにしたい。第2に,そ のことが,ド イッの財政運営において新 しい問題を

生み出 していることを明らかにしたい.、

百 垂直的調整の拡大

1連 邦 ・州間財政調整制度 の概要

ドイ ッは,連 邦 主 義 の 国家 体 制 を と って お り,基 本 的 に連 邦,州.自 治 体 の

三段 階 の統 治 シス テ ム に よ って 成 り立 って い る、,憲法 に あ た る基本 法 は,広 範

な立 法 権 を連 邦 へ 連 邦 法 律 の執 行 と司 法 の権 限 を 州 へ与 え て い る
。 こ の よ う

に、 原 則 と して連 邦 政 府 に立 法 権 の優 位 が 存 在 す る一 方で
.行 政 事 務 につ い て

は 主 に 州 が担 って い る 。

しか し,立 法 分 野 に 関 して は,連 邦 参議 院 を通 じて 州 の 意 見 が 反 映 さ れ る、,

こ う して州 政 府 の 権 限 は,国 雌 に お い て も非 常 に強 い もの とな って い る。 ま た、

各州 は それ ぞ れ の 州 憲 法 を持 って お り,市 町 村 な ど州 内 に存 在 す る下 位 自治 体

は基 本 的 に州 の 立法 に よ っ て規 制 され てい る。16あ る個 々の 州 は ま さ にそ れ ぞ

れ が 独 立 国 家で あ るか の よ うな体 裁 を 整 え て い るので あ る、,

そ して,任 務 遂 行 のた め の 財 源 につ い て も,連 邦 と州 そ れ ぞ れ に お い て予 算

の 自律 性 が 基 本 法 上で 保 障 され て い る
。 基 本 法 上 に お い て 規 定 され て い る,

3)伊 東弘文 『現代 ドイツ地方財政論[増 補版1』文眞堂,1995年,中 村良広 「ドイツ州問財政調
整の改革一 ・基準法の成立とその政策的意義」『商経論集』第38巻第1号 .2002年10月,半 谷俊
彦1虻 イッの財政調整制度一一 調整効果 の分析 と門題点 の整理 を中心 として」(神 野直彦 ・池上

岳彦編 『地方交付税 何が問蓼か』 東洋経 済新報杜.2003年)な どを参照.
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「社 会 国 家 」 理 念 に 基づ く 「生 活 関 係 の統 一性 」 の要 請 か ら,諸 州 は公 共 サ ー

ビス の一 定 の 水 準 を 確 保 しな けれ ば な ら ない に もか か わ らず.租 税 を 中心 と し

た 各 州 の財 源 は必 ず し もそ れ に 十分 な だ け を確 保 で き る とは 限 らない 。 そ こで,

その 任務 遂行 に応 じた 財 政 需 要 を 満 た す財 政 力 を 各州 に保 証 す る もの と して財

政調 整 制 度 が 存 在 して い る。

財 政調 整 は 基 本 法 第107条 に基 づ き,連 邦 と州 の 間 で 行 わ れ る際 に は大 き く

分 けて4段 階 の調 整 が 行 なわ れ る41,,(1)地 域 収 入 に基 づ く給 与所 得 税 ・法 人税

の 分 割,(2)売 上 税 の 配 分,(3)水 平 的 財 政調 整,(4!連 邦 補 充 交 付 金 の 配 分 で

あ る。 この うち.〔1)と(2)の 一 部,(4)は 連 邦 ・州 間,す なわ ち垂 直 的 な調 整 で あ

り,(llと(2)の 一 部 と(3)は州 間財 政調 整,す な わ ち 水平 的 な 調整 で あ る。 この う

ち(3)につ い て は,狭 義 の 州 間 財 政調 整 と呼 ば れ て お り,連 邦 財 政調 整 の 中心 を

なす もの とみ な され て きた、、そ こで,水 平 的財 政 調 整 の 前 段 階 とい う こ とで,

(2)の売 上 税 配 分 に よる調 整 は,売 上 税 事 前 調整 と呼 ばれ てい る。 また,水 平 的

財政 調 整 が 財 政 調 整 制 度 の 中心 で あ る こ とを考 慮 し,本 稿 で 垂 直 的財 政 調 整 を

論 じる際 に は,狭 義 の州 間 財 政調 整 を終 えて もなお 残 る財 政 力 の格 差 是 正 の た

めの 調 整,す な わ ち(4)の連 邦 補 充 交付 金 を主 な考 察 対 象 とす る。 こ う した4段

階 の財 政 調 整 を 通 じて,連 邦 各州 の収 入 は最終 的 に調 整 測 定 値 に対 して99。5%

まで調 整 され る こ とにな る(第1表 参 照)5㌧

垂 直 的 財 政調 整 と して の連 邦 補 充 交付 金 は2つ の方 法 が あ る。一 つ は不 足 額

連 邦 補 充 交 付 金(Fehlbetrags-Bundeser餉nzl・ngszuwelsunge11)で あ る。 これ

4)一』ここで説明されているのは,1995年 から2004年まで適用される。現行の財政調整法で規定され

ている連邦財政調整(derbundesstaadichd♂inanzausgleich)で ある,連 邦国家体制を取ってい

る ドイツ,には.こ れとは別に,州 と市町村の問て行われる市町村財政調整(derkommunale

Fl彫,nzausgleidご)もある,制 度の詳細については、中村,前 掲論文,ま たBundesministerium

derFl!1ξi1、zen,β`"置認 潅'14-Y,～`～"2み紐h"〃98〆～`～'一'プ伽 漁 理487'8ぐ々ど'κ!θ～F加〃窓一剛1～野

ぶε`～zε5σr4、,,～ン～島5AI・nage.(〕kt・ber20()3・を参照D

5)財 政調整とは財政力測定値 と調整測定値という二つの調整力の差を調整するものであるが。そ

のさいの基準となる測定値は次のように算出される.財 政力測定値は,州 の税収に市町村税収の

半分を加算し,さ らに港湾維持のための特別負担を引いた総計 として算出される。他方,調 整測

定値の計算は,各 州の人口に.連 邦平均一人当た り税収を乗じることによって行なわれる。住民

数は.周 辺地域を含まない都市州に対しては,財 政需要を考慮し135%の 補正係数がかけられる。
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対財政調整測定値 で見た,財 政調整に よる各州 の財政力の変化(2001年)

鵬1俄 ・法

,凡概 頒1;

1號塊 の

配分鯉

売上税輸

調整後ll

嚇掬財政
離離

水平的財政

謂整後ll

14漣邦補充

交腔 鱒

麟 靴 交醗

は る離 後:1

(参考1"

ノルトライン・ヴェストフ㍗ レン 107.4 ll,7跡 10L8 一218 10L1 一 10L[ 94.1
バ仁 ルン 124.3 8,029 112.4 一2

,271 1,4.1 一 104.1 94.6
バーデンヴ ェルテンベ1け 124.0 6.91〕6 113.2 一2

,115 Io4.2 一 104.2 95.0
二一ダーザクセン

8θ、4 5,437 89.6 952 95.0 900 99.5 91.7
ヘッセン 143.3 3,911 125.8 一2

,629 106.4 一 106.4 97.3

ラインラントヴ ファ!け 95.o 2,643 92.2 229 95.8 鵬 99.6 93.3
シュ以 ヴ化 ホ砂 汐 イン loo.4 1,828 97.4 60 98.4 220 99.8 92.7
ザー!レラント S3,2 8〔ゆ 88.9 i46 95.o 弓62 99.5 114.3
ノウ プルク

!73、8 1,124 109.3 一268 Io4.1 『 104.1 127.9

ブ1.・ 一 メ ン

『

103.7 432 75.0 402 95.8 870 99.6 172.6

(酬訓 i14.7 42,965 lO5.3 一5
,780 10L4 3,2DO 一 『

ザクセン 3垂,6 5,812 84.5 LO31 95.0 2,311 99.5 1肝,6

ザクセンヴ ンハルト 30.1 3,鰹 84.8 591 95.0 1,472 99.5 109.1

テ 」一1ル ゲン 30.8 3,324 輿.3 573 95.0 L352 99.5 1㎎,6

ブランデンブ!け 39.4 3,3犯 86.3 498 95.0 1,358 99.5 llp7.0
メクレンカレクワ ォアオしメルニ・ 30.2 9,鞭 ヌ3.9 434 95.0 Lt岨6 99.5 109.1

酬 計1 33.4 i8,505 84.8 3,127 95.0 7,509 『 一

べ、ルリン s9,3 2,324 68.6 2,653 95.0 1,924 鈴,5 138.3

総 計 IQ〔1-ll 64,283 100.0 ±7,568 1119.0 12,632 一 一

『釧:売 上脚 欄 整前 の轍 加 ・全州のマF均を1・・と してみた際の割合で あ り.売.L税 事前調整後
,水 平 的財政調整後,連 郷補充交付 金による調整後の財政力は

,各 州の財政調整測定値 に対 ずる割合
でみた ものであ る(単 位:%) 。

2):表 中 の数字 のうち,一)は 拠出額。無表 示は受取額(単 位:100万 ユー ロ)、
3)1萎 損額麟 燃 交付金政 策実施コス止を鮒 する紅めの特別連ヂ蹴 交付金

,鮒 援助
の1』めの特 別連邦 補充交付 金 財政調整制度の移行措置と しての小規模 な旧州 に対す る特別

連邦補充交 付金,ブ レーメン,ザ ー ルラン ト両州の財政再建 のための特別連邦補充交付 金を

含む.

4):住 人1娼 た りでみた漣 邦1人 当た り平均税蝋 総人L凶 卜1総税収)に 対す る
.」螂 補充 交付 金

に よる 調整 後 の各州 の 財政 ノJlデ ー タは21)00年 の もの
・単位:%)、 、Detしt、。heB

UIldesh」mk`～f・〃α'5ゐ8'露飢JUni201)1 .S.68.よ り作成り
出 典:Bundesminilleriし 量mderFinanzel昭'4〃 鹸'4一 γ一 み

82'8h〃 　 〃 呵4薦r`イ,～`!血gρ
4己"g～ ∠孟e〃4の ～F"躍 ノ22て・8'弄榔 ～`"伊 ρ'π〃～4・～85Au月age

.Oktober2003,よ りf乍 成 、
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第2表 連 邦 補 充 交 付 金 の 各 州 へ の交 付 額(2001年)

(単位:100万 ユ ーロ》

二 一 ダー

ザ クセ ン
ザ クセ ン

ラ イ ン ラ

ン ト ・プ

フ ア ル ツ

ザ ク セ

ン ・ア ン

ハ ル ト

シ コ.レ ス

ヴ ィ ヒ ・

ホ ル シ ュ

タ イ ン

テ 」 一 リ

ン ゲ ン

不足額連邦補充交付金

政策コス ト

新州援助

旧州移行措概

IIBISl、州への財政援助1}

796

0

0

104

0

441

0

1,870

0

0

344

112

0

92

0

260

84

1,129

0

0

89

84

0

47

Q

242

84

1,027

0

0

計 900 2,311 548 1,472 220 1,352

ブ ラ ンデ

ンブル ク

メ ク レ ン

ブ ル ク ・

フ オ ア ポ

ン メ ル ン

ザ ー.ル ラ

ン ト

ベ ル リン
ブ レー メ

ン
計

不足額連邦補充交付金

政策コス ト

新州援助

旧州移行措置

冊 ・SL州への1轍援助1)

259

84

1,Ol5

0

0

176

84

756

0

0

107

78

0

16

460

451

112

1,361

0

0

73

64

0

16

716

3,Z39

786

7,/58

275

1,176

計 1,358 1,016 662 1,924 870 12,632

注1)lllBニ ブレー メン州,SLニ ザールラン ト州

出 典:Bt置11des『11illisteriumderHnanzen、B泌 勧 痴 ・矛γ〃8'22餓'`～h'〃'9～'～`"4`1ピrG/w3'4嬢

`18'・8(伽～4召幽2`～ ノ澱,蜘5瑚9{・'伽18,5AuHage・Okt・1)er20(}3・S・45a・

は,州 間 財 政 調 整 後 に お い て も調 整 額 測 定 値 の10(〕%を 下 回 る 金 額 に つ い て,

そ の 差 額 の9(1%ま で の 財 源 を 保 障 す る 一 般 交 付 金 で あ る。 も う… つ の 連 邦 補 充

交 付 金 は,特 別 需 要 連 邦 補 充 交 付 金(Sonder-Bundeserganzしlngszuweisungen)

と よ ば れ る も の で あ る 。 こ れ に は 次 の4種 類 が あ る 、バ1)ド イ ッ 分 断 に よ っ て

も た ら さ れ た 特 別 負 担 の 軽 減 の た め に 行 う,ベ ル リ ン を 含 む 新 諸 州 の 財 政 力 の

弱 い 自 治 体 へ の 財 政 援 助,(2)平 均 以 上 の 政 策 実 施 コ ス トを 調 整 す る た め の 連

邦 補 助,(3)新 諸 州 の 州 間 財 政 調 整 へ の 参 加 に よ っ て 負 担 を 受 け る 貧 困 な 旧 諸

州 の た め の 移 行 連 邦 補 充 交 付 金,(4)ブ レ ー メ ン,ザ ー ル ラ ン ト両 州 へ の 財 政
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困難州への借入金返済補助,で ある・1それぞれ1995年 から2004年 までの時限立

法であ 軌 段階的に削減されていくことになっている。(ブ レーメン,ザ ール

ラント両州に対する連邦補充交付金は1994年 か ら始まっている.)そ してその

後は,新 しい財政調整法によって規定されることになっている。

連邦補充交付金の交付状況は第2表 のとおりである。これを見ると,旧 東 ド

イッ州に対 して多額の不足額連邦補充交付金が交付されていること
,ま た,そ

れを上回るほどの額の特別需要連邦交付金が交付されていることがわかる
。旧

西 ドイツ州にも.財 政力の貧困な州に対しては交付金が与えられている
。連邦

補充交付金による調整額の総額は,水 平的財政調整額の1。5倍にも上 り,全 ド

イッ的に垂直的調整が強まっている形になっている。 しか し,連 邦補充交付金

により利益を得ているのは圧倒的に旧東 ドイッ州であ り
,そ の点からいえば,

EU統 合による財政規律の圧力の下で,旧 東 ドイツ州の財政需要を効率的に

ファイナンスする仕組みをいかに作るのか,と いうことが ドイッ財政当局 に

とっての課題 となっているといえる、

2垂 直的財政調整拡大の基礎としての連邦補充交付金の創設

現行の財政調整制度の大枠は,遡 ってみれば.第 二次世界大戦の敗戦によっ

て規定されている。戦後,連 合国の統治 下に置かれた ドイツは、地域的再分配

を行う中央政府を失った。しかし,冷 戦構造に規定された東西 ドイッ分裂が決

定的になり,1949年 に成立した西 ドイッ基本法をもって,西 ドイッ国家が束 ド

イッ地域 との統合を断念する形で誕生 した。そして,西 ドイッ基本法第1(〕6条

において,州 間の水平的財政調整に関する項目が規定され
,戦 後西 ドイッの財

政調整制度が始まることになった。州間財政調整は,1949年 の戦後処理負担に

関する臨時的立法により始められ、1950年 以降次第に恒常化 し,1955年 の州間

財政調整法によって確立 したといわれている,1'。

6)佐 離 『撚 西 ドイツ轍 論』磯 閣1983年 ・232ペ ー ジ,ま た,第 二次 熾 後の水働 轍
調 整 繊 の 創 設 の 翻 姉 情 に つ い て は

・RenZSch,W・lfga1、9,'ン,,`　 τノ8'諺よ榔2'ン贋"ノ'晒'～4,'～ 、
`ぞ～`讐1緬Bonn・Die㍑ 」991 ・S・27-53・IW・ レ ンチ ュ,f錬 弘 文 訳rド イ ツ 財 政 調 整 発 展 史』/
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連邦財政調整制度の戦後史は,財 源配分抗争の歴史であった。制度開始当初

は連邦の財源不足が問題 とされたりする中で,州 問財政調整の程度も低いもの

であったが,時 代が進むにつれ,連 邦 ・州間における共同税の導入や,売L税

の配分」ニヒ率をめぐる問題,ま た州間でも.水 平的財政調整制度の調整の程度を

めぐる争いなどが生じることになったのである。そして,財 源配分をめぐる議

論は,そ の時々の事務配分についても再検討を必要とするものになる。戦後ま

すます公共部門が担 うべき事務分野が拡大することで,連 邦 ・各州の財政需要

も高まることとな り,財 政調整による財源再配分の程度が高められてゆ くこと

に,なっオこ、,

当初の州問財政調整法には,連 邦からの調整交付金の填 日は存在 していな

か った が,1955年 の 財 政改 革 にお い て 制 度 が.導入され る こ とに な った 。 そ して,

各州 の 財政 需 要 の高 ま りを 背景 と して 、197〔)年、 バ イエ ル ン,.二 一 ダ ー ザ クセ

ン.ラ イ ン ラ ン ト ・プ フ ァル ツ,ザ ー ル ラ ン ト,シ ュ レス ヴ ィ ヒ ・ホ ル シ ュ タ

イ ンの各 州 に,は じめ て連 邦 補 充 交 付 金 が 導 入 さ れ る こ とに な った ・

連邦補充交付金は,制 度発足時においては裁量的に決められた額 と配分基準

により交付されていたが.1974年 以降.財 政調整法の規定に基づ く金額(74～

86年で売上税収のL5%)で 配分されることになったため,売 上税収そのもの

が著 しい増加を示すのにともない連邦補充交付金による充足度 も高まることに

なったむ

この連邦補充交付金の増大による過剰平準化を問題 として提起されたのが,

1986年 の連邦憲法裁判所の違憲判決である。それまで,連 邦補充交付金は,連

邦 ・財政力の強力州 ・財政力の弱体州の3者 の利害が絡み合うため7㌧連邦 ・

＼九州大学出版会,1999年.第1章)参 照 、

7肖 辣 弘対 西ドイツの連邦・州欄 政調整嚥 局面」鵡 通義他副 政麿剛撒 関係論賄

魏.1989年)261-262ペ ー ジ、1螂 一人 当た 呼 均で95%以 」二の均 衡化を欣 うべ 紛 担金 の

拠出蟹)ぐ る連邦 ・州脚 紛争 を,任 意規定である連邦補充交付叙 よ1,カ バーする ことで漫

れぞれ の利害が醐 される。,連取 とっては流 上税配 分勧 ぐる交渉の際の州の利害分断 に1黛

立 ち,財 政加 強 ノ」州 にとって紛 担金拠出 を避 けられ測 政力の弱体州1にとって 舶 己の財政

ノコの強化に.役:立つ ことに・なる"



年度
連邦補充交付
金支給額

水平的財政調
整移転額 年度 連邦補充交付

金支給額
水平的財政調
整移転額

1980 698 ±1。120.4 1988 1,232 ±1,717,9

1981 756 ±1,238。7 1989 1,359 ±1,797.2

1982 749 ±1,278、0 1990 1,533 ±2,057.4

1983 811 ±1.097,3 1991 1,806 ±2、003.3

1984 849 ±!,19],4 1992 2,017 ±1,714.1

1985 835 ±1.316,8 1993 2,197 ±1、618.0

1986 856 ±1,392.8 1994 3,705 ±1.485.8

1987 908 ±1,635.6
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第3表1980年 代以降の連邦補充交付金 と水平的財政調整移転額の推 移

(単位:100万 ユーロ)

出 所):Bu【1desministerlumderFinallzen .1弔'`了,'=ご加r'`h'2α1/4 、S.16H63よ り 作 成 。

州問財政調整法において当初定められた各州への配分規定を維持 していた
。 し

か し,1970年 代後半からの各州の財政状況の変化は,硬 直的な配分規定が諸州

の財政力の順位の変更を生 じさせるような事態を引 き起こした
。そ して,そ の

点が連邦裁判所の違憲判決をよぶことになったのである,、そこで1988年 からは

連邦補充交付金の財源は旧西 ドイッ領域の売上税収の2箔 にさだめられ
,連 邦

のさらなる出資のもとで補充機能を高めつつ弱体州間に公平かつ合理的な配分

になるように配分規定の変更がなされることになった、,

連邦補充交付金は、1989～1991年 のブレーメン州への予算援助
,ま た1992年

と1993年 にブレーメン州とノル トライン・ヴェス1・ファーレン州に対 して
,ド

イツ統一に伴う不利益の調整のためにも支出されることで.さ らに交付額が増

加 してゆくことになった,,

第3表 は連邦補充交付金の調整額の推移を見たものである.1980年 には,連

邦補充交付金は水平的財政調整額の6割 程度であったが ,1991年 を境に連邦補

充交付金のほうが多くなり,旧 東 ドイッ州を制度に組み込む直前の1994年 には,

逆に連邦補充交付金が水平的財政調整額の2 ,5倍にも及ぶことになった。1980

年代までは,調 整額の趨勢的な上昇は見て取れるものの,連 邦補充交付金とは
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あ くまで 水 平 的 財 政 調 整 の 「副 次 的 ・補 完 的 役 割 」 を 果 た す べ き もの8}で あ っ

た とい え る。 この 状 況 が.ド イ ツ統 一 とい う イ ンパ ク トを経 て 大 き く変 わ る こ

と にな った。

3ド イツ統一後における連邦補充交付金の再編

1990年8,月31日 調 印 の統 一 条約 第7条 に基 づ き,旧 西 ドイ ツの連 邦 主 義 原 理

に基 づ い た 財 政 ・租 税 制 度 が 統 一 ドイ ツに拡 大 され る こ と にな った 。 しか し,

同 条第2項 と第3項 に よ り,完 全 な制 度 統 一 に至 る まで の移 行 措 置 が 定 め られ

た 、連 邦 ・州 問財 政 調 整 に関 して い うと,1994年12月31LIま で 旧東 ドイ ヅ州 は

水 平 的 財一政調 整 か ら除外 され る こ とに な っ だ ㌔

そ こで,同 条 第5項 に よ り,1994年3月31日 まで 水 平 的 財 政 調 整 に代 わ る も

の と して 「ドイ ッ統 一 」 基 金が 導 入 さ れ た ・ 「ド イ ッ統 一 」 基 金 とは,旧 東 ド

イ ツ公 共 部 門 の 財政 赤 字 を年 間500億 マ ル ク と見 積 も り,そ れ を東 ドイ ッ政 府

西 ドイ ッ連 邦,西 ドイ ッ州 の三 者 で 三等 分 して 負担 す るた め に設 置 され た 基 金

で あ る。 「ドイ ッ統 一 」 基 金 は1990年 か1う1994年 の5年 間で トー一タ ル1150億 マ

ル ク の拠 出 を 行 な う こ とに な り,そ の 財 源 に関 して は,200億 マ ル ク を統 一 で

不 要 とな る経 費 か ら充 当 し,残 り951)億 マ ル クを 公 債 の 発 行 で 賄 っ て、 元利 償

還 を連 邦 と州 で 折 半 す る こ と にな った 。 しか しそ の 後 旧東 ドイ ッ経 済 の崩 壊 に

よ る さ らな る財 政需 要 の発 生 に よ り,統 … 条 約 パ ッケー ジの 手直 しが 行わ れ る。

1992年 お よび1993年 に 基 金 の積 み 増 しが お こな われ,総 額 で160〔)億マ ル クに も

上 る こ とに な った 、,

この よ うな 「ドイ ツ統一 ・」 基 金導 入 に よ る移 行 過 程 は,旧 束 ドイ ッ地 域 へ の

財 政 移 転 の 負 担 に関 して,連 邦 が 州 の 負 担 を軽 減 す る こ とに よ って,新 財 政調

整 制度 に お け る垂 直 的 調 整 の強 化 の基 礎 を形 成 す る こ と とな った。

8)Btln〔lesτniILlsteliし!mderFinanzen,..D…{5MaBst試beg　tz-Nellrヒ9dungder(}ru[・dlagendes

bun(1es憐しaathchenFil馳そLnzausgleichs,し沼 ル∫1♂西f・'置``'吻'・'ビhAO9/200LS・研69・

9)統_条 約に繍 る移行離 些こ闘 ノては.伊 東弘文1轍 ・租税制度封 大i腱 夫編 「ド似 の

政治』早稲田大学出版部,1992年)12〔H21ペ ージ参照。
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そして.「 ドイッ統一」基金は,移 行措置のため1995年 に終 了し,そ れ以降

には全 ドイツ的財政調整が行われることになっていた,、そこで1995年 以降の全

ドイッ的財政調整システムを構築するべ く取 り決められたのが,1993年6月23

日に成立する連邦整理計画法である三。1,、

連邦整理計画法において,財 政調整制度に関して規定されたことは.次 のよ

うに整理される。まず,連 邦 と州の共同税である売上税が州に有利に見直され

た。1993年 ～94年 には63対37で あった連邦対州の売上税配分が.1995年 から

は56対44で 行われるようになった。次に旧西 ドイツ州は売上税の州取得分の

25%を 弱体州(旧 東 ドイッ州)に 優先配分することになった。その他,連 邦は

旧東 ドイッ州のインフラ整備特定財源として66億 マルクの公共投資補助金を交

付することとなった。こうして.総 体としては,1995年 から旧東 ドイッ地域を

財政調整の制度に組み込む代わ りに売上税配分を州に有利に配分するようなか

たちで決着したm,,

現行の制度に旧東 ドイッ州を組み込むことを意図する連邦整理計画法は,現

行の税収格差を前提するならば,著 しく旧西 ドイツ州に不利 となるものであっ

たため,売 上税に関する配分比率が変更されることは法案の合意形成に不可欠

であった。また,こ の法案に合意を得るために,1993年 には旧東 ドイッ地域の

復興のための連帯協定の枠組みの中で,様 々な利害調整を連邦,旧 西 ドイッ州

さらには財界に対 しても行なうことで合意形成が行われた1⇒.この連帯協定の

枠組みにおいて,1995年 以降の旧東 ドイッ州を制度に組込むことで生 じる負担

に対 して,特 定目的の調整財源としては初めての,4つ の特別需要連邦交付金

10以(iesetzzurUmse伽ngde:;F6deralesK・nsQhdierun95pr()gram ,』』Bμ,,鯉 磁2ゆ1α 仏TeilI.

1993,S944-99Lこ の 法 案 の 中 で,1995年 か ら の 新 財 政 調 整 制 度 は,2004年 ま で のll、量限 立 法 と

して 決 定 さ れ た 。 そ れ以 降 は ま た新 しく財 政 調 整 の 実 施 内容 を決 定 す る必 要 が あ り,後 述 す る 連

帯 協 定促 進 法 ㊦oiideτpaktfortfUhrしmgsgesetz)に よ っ て規 定 さ れ た.

IDこ の 法 律 に よ る トー タルで の負 担 の 変動 は ,に よ る と,連 邦 で159億 マ ル クの 負 担 増,旧 画 ド

イ ツ州 で96億 マ ル ク の 負 担 増,旧 東 ド イ ツ州 に とっ て146億 マ ル ク の 負 担 減 と な っ て い る

(1)IW-Wochen1)ericht,Nr.45/93)」

12〉 連 邦 整 理 計 画 法 を め ぐ る経 緯 に つ い て は,山 田 誠 『ド イ ッ型 福 祉 国 家 の 発展 と変 容 』 ミネ ル

ヴ ァ書房,1996年,77-80ペ ー ジ参 照 。
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が創設されることになった。

新 しい財政調整制度の特徴は,従 来のように州間の水平的調整に関する利害

対立を連邦の介入で解決 しようとしたということだけではない。1995年 からの

新 しい連邦財政調整は,「旧東 ドイッ諸州の財政力強化を主たる機能とするも

のへと,そ の姿を変貌させている」 というような事態が生 じたことにある瞬。

垂直的財政調整の中身を見てみれば,1995年 の連邦補充交付金総額128億1900

万ユーロのうち,旧 東 ドイッ州(ベ ルリンを含む)の ために拠出された額は,

93億6900万 ユーロにLるll)。 こうした変化は,各 州の連邦か らの財政的白立性

の確保を目的とする従来の財政調整の枠組みによっては,ド イッ統一を契機 と

した旧東 ドイッ州に対するコス ト負担の問題に対処で きなかった,と いうこと

を示 している。この新財政調整制度の決定過程において明らかになった以上の

ような基本的な構図は.2005年 からの制度改変においても引 き継がれることに

なる。

H垂 直的財政調整拡大の背景

なぜこのような統 一のコス ト負担が,従 来の水平的財政調整によってなされ

ずに,垂 直的調整で行われたのか。それは,な によりも旧東 ドイッ地域 と旧西

ドイツ地域の税収格差が背景にある。その税収格差が,水 平的財政調整の過重

負担問題,お よび,そ の回避手段としての連邦の一・時的負担増による妥協的制

度改変 として現れることで.従 来の水平的調整の限界が顕在化 したのである。

ここで,簡 単に東西格差の実情を見てみよう。第4表 は,1997年 時点での旧

東 ドイッ地域の雇用状況に関するものである。一人当た り名〕GDPは 旧西 ド

イッ地域の6割 弱にとどまっているにもかかわらず,賃 金 ・年金関係について

は軒並み8割 か ら9割 の状況に改善されている。こうしたことが,旧 東 ドイツ

の産業.特 にもともと生産性において西側諸国に対して劣')て いた製造業の活

13)半 谷.前 掲 論 文.151ぺ 一 ジ

14)BundesministerlumderFinallzen,戸 γ'2α"2'ア`・'・1`加2`ノ04、S,164.
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第4表 労 働 条 件 に 関す る項 目 につ い て の東 西 比 較(1997年)

(西 ドイ ツ地域=100と して)

基 本 給 89.5 被雇用者一人当たりの可処分所得 85.0

月 給 87.O 一家計の総可処分所得 72.0

時 間 給 83.0 ・人当た りの名 目GDP 56.75

実 質 所 得 77.0 平均年金支払い 110.0

経 営 者 給 与 74.0 基 礎 年 金 85.2

出 所:DeutscheBundesb≧mk.1㌧f`・ 〃1h6'Rβp・1広April1998,p.46.

第5表 新連邦州における総付加価値の対前年比成長率の推移

(単位:%)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

全 経 済 部 門 7.8 12.1 ll.3 4.9 3.6 2.1 0.8 2.6 2.0 0.6

農業淋業礁業 刊9,9 35.7 一i2
,4 13.1 3.4 6.5 9.2 5.3 一5

.6 5.1

製造業 健設業除く) 一5
.8 14.7 12.3 6.3 9.2 4.o 3.8 2.3 8.7 4.8

!うち加⊥駅 立工菊 1.2 19.5 20.8 8.5 7.6 9.4 6.0 2.8 9.8 5.9

建 設 業 3i.5 17.1 22.2 2.7 一1
.5

一3
,8

一11
,0

一7
.6

一11
,8

一11
,6

貿易運輸 交通 16.6 13.1 10.8 2.4 2.0 0.8 3.5 10.5 7.2 2.6

金融 不動産・蝶 サービス 9.6 16.9 13.6 lO.8 呂.0 6.7 6.3 4.0 3.7 1.8

サ ー ビ ス 業 3.5 3.9 6.0 2.4 1.4 1.5 一1
,1 1.7 一〇

,1
一〇

,6

注:ペ ル ワ ン州 を除 く。

出所:■``'"鴇 加r'`h'`'8r8ぽ 胡4ε"㎎ ゴ87～θ18㍊'ノ'続d'～`'漉rD微 龍h釧Eゴ ～1h召'～20`以S.2{)3.

動 に深 刻 な影 響 を 与 え た 。 ま た,年 金 等 の 社 会 保 障 関係 が 経 済 成 長 に先 立 って

旧西 ドイ ッ地 域 並 み に な って くる とい う こ と は,旧 東 ドイ ッ地 域 の失 業 率 の 高

さ を 考 えれ ば,税 収 力 の増 大 を伴 わ な い財 政 支 出 を もた らす とい う こ とで あ る。

そ して,増 大 した 財 政 支 出 が 、生 産 の実 態 に見 合 わ な い家 計 の消 費 力 の増 大 を

支 え る こ とで,旧 東 ドイ ッ地 域 の 自立 的 な経 済 発展 を 阻害 す る こ とに も な っ

た151。

次 に 旧束 ドイ ッ地 域 の 産業 構造 につ い て立 ち入 って み る こ とで,旧 東 ドイ ツ

経 済 の実 情 を概 観 す る。、第5表 は,旧 東 ドイ ッ地域 に お け る産 業 部 門別 で 見 た

1の この旧東 トイッの財政支出と,それに基づ く家計の消費を支えたのは,西 ドイッ側からの資金

移転である.資 金移転の内容,コ スト負担等の詳細について,加 藤榮一 「財政ンステム」(戸原

四郎 ・加藤榮一 ・工藤章編 『ドイツ経済』有斐閣、2003年,第5章)を 参照。
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付加価値生産額の推移である。この表を見ると,199〔)年代初頭においては,建

設業,貿 易 ・運輸 ・交通.金 融 ・不動産 ・企業サービスの分野の大 きな発展が

目に付 く。すなわち,統 一に伴う復興需要によって,建 設業が統一以後数年間

の好景気を引っ張るような形の経済成長パターンが形成された。特に交通面な

どのインフラス トラクチャーへの建設投資を巾心に生産の拡大が行われたので

ある。また,金 融関係が伸びているのは.こ れまでの製造業に偏 った産業構造

を市場経済に適合 した構成に是正するために,と くに第3次 産業部門の構築が

目指されたためである皇q㌔

これが1990年 代後半になると状況が変わる。経済成長の中心になっていた建

設業が後景に退 き,統 一によるショック,国 営企業の民営化等の事情によって

縮小 していた製造業が安定的な成長を続けるようになる。

しか し,こ の間起こった事態は,次 のようなことであった1711,生産性の低い

東独工業の市場経済への転換は,そ れまでの隠された過剰な雇用を厳 しく表面

化させた。統一後の旺盛な設備投資で も.排 出された雇用を再吸収で きず,む

しろ生産性の高い設備投資を内容としたためにいっそうの雇用整理の必要を生

み出したのである。経済のサーヒス化を進めてもその雇用吸収はさほど進んで

いない。すなわち.生 産性が上昇し,輸 出の増大などに結びついてきてはいる

ものの,雇 用の増大に結びついていないため、旧東独州の財政力強化には結び

ついていないのである。

また,生 産性が上昇 しているとはいえ,そ もそもその大部分が統一後の生産

の落ち込みをカバーするものであ り,2000年 の段階で も労働生産性は依然とし

て対西側比で7割 の水準で とどまっているしa、、

旧東 ドイツ地域の経済的停滞は,州 財政において,税 収力の弱さとして現れ

る。連邦平均に対する一人当たり税収の割合が,売 上税配分前の段階において

16)藤 澤 利 治 「旧 東 ド イ ツ経 済 」(戸 原 他 編,同 上 書.第8章)3]2ペ ー ジ 、

17)同 上 書.334ぺ 一 ジ,、

18)Busch,吐 曹1!rich.,、Mezz・gi・m・Ost!Nau1・d?,馬 噂&'痂 ～ヂD～ δ、～"ぞ1溜 こ～乙Bd、13,Heft5/6.2002.

S.147-150.
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旧東 ドイッ地域全体で1995年 には47 、9%であったが,第1表 に見 られるように,

2001年 には33.4%に 低下している。水平的財政調整の段階でこの値を95%ま で

高めなければならないことを考えれば,水 平的財政調整で埋めるには旧西 ドイ

ツ州への負担が大きくな りすぎる税収格差が生 じたことになる
。

このような東西格差の存在が ,州 間の水平的な関係を主要な内容としていた

ドイッの連邦 ・州間財政調整制度に対 して,垂 直的な調整度の強化の必要性を

大きく迫ることになっている。旧西 ドイッ時代の水平的関係を中、L、とした財政

調整制度は漣 邦を構成する主体1こおいて,あ る程度の経済力の均質髄 条件

としていたのである1…『♪。そして,当 初.ド イッ統一基金導入により1995年 まで

の移行期問を置くことで,旧 東 ドイッ地域の経済成長を待ち.晴 れて水平的財

政調整制度の中に陳 ドイッ州を組み入れることがで きるはずであ
ったところ,

その後の旧東 ドイッ経済の動向の悪化が,状 況を一変させることとなったので

ある。そうして,「 ドイッ統 一一」基金の積み増 しや
,「連帯税」導入による旧西

ドイツ地域への増税,1995年 からの新財政調整制度における特別連邦補充交付

金の拡充など・あいついで財政調整制度の集権fヒ的解決が図られることにな
っ

たのである,、

m違 憲 訴 訟 と新財 政 調 整 制度 の成 立

1違 憲訴訟 と1999年11月11日 の連邦憲 法裁判所判決

ドイ ッ統 一 後 の 新 財 政調 整 制 度 は1995年 か ら施行 され た
。 しか し.旧 東 ドイ

ツ州 を西 側 の 財政 調 整 制 度 に組 み 込 む とい う こ とは
,東 西 格 差 を反 映 した 水平

的調 整 額 の規 模 の急 拡 煙 もた らす こ とに 加 た
.新 しい 制度 は,連 邦 の調 整

に よ り間 題 を解 決 した よ う に も見 え た が
,バ イ エ ル ン州 な ど』 制 度 の統 一 に

よ って 不 利 益 を被 酬 は,制 度 運 用 直 系麦か ら不 満 を ぶ ち まけ た・・1.そ の 際 の 中

心 的 な 主張 は,現 在 の財 政 調 整 は過 剰 な 平準 化 を もた ら して い る こ と
,富 裕 州

19)ト イツに繍 る水平鰍 政調整の臓 と限界について
.前 掲拙麗 鎧.

20)∂ 糾1・・》卿5 .11.1996.
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にあまりに多い拠出をさせていること。都市州の人口補正はもはや認められな

い.と いうようなことであった。こうして、財政力の豊かな3州(バ イエルン,

ノズーデン・ビュルテンベルク,ヘ ッセン)は,1998年7月,連 邦財政調整につ

いては戦後史上3回 口となる,連 邦憲法裁判所への違憲訴訟を起 こすことに

なっオこ」11、,

こうした要求のでてくる背景は,対 調整測定値でみた各州の財政力と,実 際

の財政力 との違いをみれば,よ り明らかである。第1表 の参考部分は,州 平均

に対 してみた,連 邦補充交付金交付後の各州の住人一人当た り財政力である。

これを,対 調整測定値でみた額と比較 してみると.都 市州の財政力が際立って

高いこと,ま た最終的には旧東 ドイッ州が旧西 ドイッ州の財政力を逆転 して し

まうような事態が生 じていることがわかる。ここに,過 度な平準化により現行

の財政調整制度は違憲なのではないか,と いう西側の富裕州からの要求が出て

くる左艮甚処がある。

1999年11月11日 の連邦憲法裁判所の判決は,州 間の水平的財政調整の趣旨は

綻 したうえで,特 別の財政離 に対する優遇才昔置についてはその根拠が薄弱

なものが多く,違 憲の疑いが強いという判断を示し,財 政調整の改正を命 じる

ものであっだ 〕.そして.20・2年12月31日 までに漣 欄 政調整帳 期的に運

用できるようにするための,憲 法を具体化し保管す る一般的な基準を法律 に

よって規定することを求めた。そして.そ の基準法に基づいて2004年12月31日

までに新 しい財政調整法を公表することを政府に義務付げた。

この連邦 憲 法裁判 所 の判 決 に よ り,連 邦 財政 調 整 に関す る基準 法

(M、B,tabeg,、,t,)が,2001年7月13日 に連邦参議院が同意することで決定,

施行された23}。

21)
た灘 継 麟 論 騰 騰,繊 黙 轟望鍛 讐 ・謝5議
論 文 を 参 照 。

22)加 藤 前 掲 論 文,226ペ ー シ 。

23)、,(}ese伽berverfassungsk〔 ⊃nkretisi-deallgemeineMaBstal)ef重irdieve「teilungdes

UmsI』tzsteuerallfk。 【nヨnens,fUrdenFl-zausglel(二hunterLImdems・w漁dleGewahnlng/
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基準法は,… 般規則と,そ れぞれ個別の調整レベルに関する規定から構成さ

れている・一般規則に関 しては、,螂 憲法裁判所が改善を求めた点1こ対する回

答 予算計画の保障・新諸州とのラ聾 ,龍 財源留保の保障,と いう4 、点が規

定された・連邦憲法裁判所が改善を求めた点としては
,都 市州 と過疎州におけ

る抽象的追加財政需要 市町村の財政力と財政需要の考慮
,お よび連邦補充交

付金算定のための給付能力が弱い州への配慮などがある。

また,そ れぞれの調整 レベルに関する規定については
,次 のように規定され

た・まず・鮪 的売上税配分について1ま,充 足比率原理(Deckし111gs,ll1。te11.

prinzip)が 導入されだ㌔ そ して,州 問財政調整については,① 財政力概念

の包括的定義を行い曝 本的に州ホδよび市町村のすべての収入を算入すること
,

② 客観的端 標 にすることができない抽象的需要指標を州ノ、。による調整 と

し,都 市州,過 疎州の追加需要についても人口数を修正することで対応するこ

と,③ 調整水準について,州 間財政調整による州間の財政力順位の逆転が起

こらないように決定すること,が 規定された。最後に連邦補充交付金について

は,連 邦補充交付金は副次的 ・補完的性格のものであ り
,そ の規模が州間財政

調整の総額と比較して大きす ぎない ものでなけれ1撫 らないということ
.ま た

特別需要連邦補充交付金につ㌧・ては,厳 徽 根拠づげを,腰 とし.期 限つ きで

なければならないとされた。このような限定のもとで
,極 端な財政難が生 じた

際の特別需鑓 邦航 交付金 統一後の新諸州およびベルリンのインフラ需要

を満たす特別需要連邦補充交f寸金政 策実施コス トが過剰にかカ・る州に与えら

れる特別需要連邦補充交付金が認められる.

以上のような基準法に基づいて,2・・5年以降の新財政調整制度を決定するた

めの財政調整法が策定されることになった。

醜3隙1ξ 「ganzungszuwelsしmgen(M」16　 　 s　 la6stG)・ し　 `'・届　 8∫　 '山II,2・ ・1.

24繍灘 韓 畢 岩灘 繰隷 雛
書習峯繍 ・
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2新 財政調整 制度の成立 とその意義

基 準 法 の成 立 を 受 け て,連 帯 協 定 促 進 法 の枠 組 み に おい て,12005年 度 以 降 の

新 財 政調 整 制 度 が 決定 しだ5}。 第6表 は,財 政 調 整 制 度 の 変 更 の 詳 細 につ い て

見た もの で あ る。

制 度変 更 の特 徴 と して は,イ ンセ ンテ ィブ条 項 を取 り入れ た こ とが あ る。 こ

の こ と によ って,州 の 自立 性 に よ り配 慮 す る形 に な った 。 ま た,個 別で 見 た 際

の変 更点 と して は,売 上税 事 前 調 整 ベ ー スの拡 大,港 湾 負 担 の 財 政援 助 化,富

裕 州 か ら の拠 出 上 限 の設 定,市 町村 財 政 力 の 算 入割 合 の強 化(50%→64%),

市 町 村 の 人 口補 正 の簡 素 化 な どが あ る 。

ま た,連 邦 補 充 交付 金 の再 編 も行 わ れ た 。 不足 額連 邦 補 充 交 付 金 につ い て は,

_般 的連 邦 補 充 交 付 金 とい う名称 に な り,調 整 度 合 い が 減 らさ れ ・州 の 自立 性

を高 め る こ とに 寄 与す る こ とに な った 。 ま た,特 別 需 要 連 邦 補 充 交 付 金 に つ い

て は,次 の2つ に再 編 さ れ る こ とに な った。 ① ドイ ッ分 断 に よ っ て 生 じた 特

別 負 担 を軽 減す るた め に行 う,ベ ル リ ンを含 む新 諸 州 に才δけ る財政 力 の弱 い 自

治体 へ の財 政 援 助(2019年 まで,総 額1053億 ユ ー一ロ),② 平 均 以 上 の 政 策 実 施

コ ス トを調 整す る た めの 連 邦 補助,で あ る。 特 に① につ い て1よ 従 来 の連 帯 協

定 の枠 組 み にお い て 実施 され て きた投 資援 助 を特 別 需 要 連 邦 補 充 交付 金 に繰 り

入 れ る もの で あ り.2020年 ま で の15年 間で 旧 東 ドイ ッ州 の イ ン フ ラ ス トラ ク

チ ャー の 状 況 を改 善 し,東 西 間 の 格差 は存 在 しない よ う にす る とい う意 欲的 な

もので あ る。

制 度 変更 の結 果 と して,東 の諸 州 は,連 邦 補 充 交 付 金 の 削 減 に もかか わ らず

財 源 を増 加 さ せ る.訪,西 の富 裕 州 は,売 上 税 の調 整 効 果 の 高 ま り漣 邦 へ

の 引 渡 しお よ び市 町 村 税 の算 入率 引 上 げ に よ って最 大 の損 失 を被 る こ と に な っ

た 。 ま た,西 の 貧 困州 も富 裕 州 な い し鯉Fか らの 移 転 額 の 減 少 に よ って損 失 を

被 る.連 邦 につ い て は.売一L税 配 分 額 の増 加 と連辮 甫充 交 付 金 の 削 減 と に よ っ

万,.Gesヒlzzt裏rF(》rtfUll『ungdesS・liderPaktes,zurNeu・Tdnungdesl,"ndesstaad五chenFiILanz一

…1しIsgleiehsuI甑dz匙1rAbwicklungdesF・1・ds・!deutseheEinheit"(S・liderpaktf・rtf"h「ungsgesetz)・"

β,"～魏 紹9わ 伽,Teill、200LS3955-3963・
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第6表 連邦財政調整一新旧法の比較

(215)4g

これ まで の財政調轄法2005年 以降の新法

1.補 充 部 分

騰 膿 聾 楚 均の92%ま　 100%充 州 平 均 の97%ま で を95%分 ,
97～100%ま で は60%分 夕充足

臨 州間財政調整

自治体租税収入の州財
政力への繰入

50% 64%

対物税価値 の算 出 統 一・的 な賦 課 率 賦課制限な し
州財 政力の人口補正 白治体の大 きさ と人口密度 に

応 じて補正
都 市 州 は 】35%。 人口 密 度 の

少 な い 州 に つ い て は.105%

(MV).103%(BB) ,旦02%
(ST)

港湾負担 HH・IIB,MV ,NIの4州
で 総 計1.53億 ユ ー ロ(3億 マ

ル ク)を 財 政 力 か ら控 除

財政調整 システ ム内部では控

除 しない

調整 額(賞 取州) 州 平 均 を ドまオ)る部 分 の う ち,
92%ま で;100% ,92～100%
ま で:37.5%分.を 受 げ取 る

州平 均 を 下 ま わ る部 分 の うち.
80%ま で=75%分,80一 ・93%

ま で:70%分,93～100%ま

で:44%分,を 受 け取 る

調整額(拠 出州 〉 州 平 均 を こ え る 部 分 の う ち .
ioo-101%:15%分 ,101～
IlO%:66%分 ,110%以Ll

80%分 、 を 拠 出

州 ・平均 を こえ る部 分 の うち 、
100～107%144%か ら段 階的

に70%分 ま で一ヒ昇,107～

120%:75%分 ,120%以 」r:
75%分,を 拠 出

保障条項 で きるだ け多 く拠出させ る 拠 出 上 限 を余 剰 部 分 の72 .5%
にす る

イ ンセ ンテ イブ条 項 ない あ る州が対前年比 で,住 人1
人当た り12%以 上 の税収 を得
た場合,そ の部分 について は

財政 ノフ算定か ら控除
翫 連邦補充交付金

不足額連邦補充交付金 州 平 均 のIOO%ま で の部 分 に
つ い て ,90%分 を充 足

州 平 均 の99.5%ま で の部 分 に

つ い て,77,5%を 充 足

政策実施 コス トのため
の特別連邦補充交付 金

7,67億 ユ ー ロ(15億 マ ル ク)

を9州 に,大 きい 州 には小 さ

い州 よ りも よ り多 くの連 邦 補

充 交 付 金 を与 え る

5・17億 ユ ー ロ(10,11億 ユ ー

ロ)を10州 に 与 え る

1V.「Hッ 統一 」基 金 旧 州 に年 間35億 ユ ー ロ(68 .5
億 マ ル ク)を 拠 出 させ る

連邦補充交付 金の減 少と売 ヒ

税収増加 を補償 として連邦が
すべ て引き受 ける

津'IIH一 ノ ・ ゾ ル ケ 梱 口1イ 置注 ・HH=ノ 〉 ゾ ル ク州 ・ こIB一 ブ レー メ ン州
,Mv一 メ ル げ ノレク ・フ ォア ポ ン メ1レ ン州

,N1=二一 ダー ザ クセ ン州
・BB一 ブ ラ ンデ ンブ ル ク州 .ST一 ザ ー ル"洲出所

:SachverstandingenratzurBegutaehしurggde
rge-wirtschaftlicトenEIltwickiu薯19

.品'ぞ 熔、
g～砒κhセ η2001/2002S、113,
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て利 益 を得 る(43億5700万DM)2巨},,

そ もそ も違 憲 訴 訟 を起 こ した 西 の富 裕 州 が 損 失 を被 る に もか か わ らず 、基 準

法 お よ び新 財 政調 整制 度 が 合 意 を見 た の は.旧 諸 州 の ドイ ツ統 … 基 金 の利 子負

担全 額(68億5000万DM)を 連 邦 が 引 き受 け る こ とに な った た めで あ った 。 こ

の 結 果,東 西 ほ ぼす べ ての 州(パ ンフ ル クの み わ ず か にマ イナ ス)が 利 益 を受

け,一 人 連 邦 の み が25億DMの 追 加 負 担 を 負 う こ と に な る。 こ う して,諸

州 ・連 邦 間 の合 意 が 成 立 す る こ とに な った 。

新 財 政調 整 制 度 は,富 裕 州 の 要 望 に応 え る形 で,イ ンセ ンテ ィブ 条項 を導 入

す る な ど、 州 の 自立 性 を高 め る方 向 性 は打 ち 出 した 。、しか し,基 準 法策 定 か ら

新 財政 調 整 制 度 決 定 の過 程 で 明 らか にな った こ とは,1993年 の連 邦 整 理計 画 法

の策 定 時 と同 じよ うに,旧 東 ドイ ッ州 へ の 援 助 を 依 然 と して続 け るた め の妥協

的 な合 意 で あ っだ"。 ・こ う して,連 邦 が 財 政 調 整 の役 割 を拡 大 させ る こ とで 旧

東 ドイ ッ州 の 財 政 を 支 え て い く,と い う ドイ ッ統 ・以 降 の構 造 は維 持 され て い

くこ と にな った。 そ して,財 政調 整 制 度 をめ ぐる連邦 ・各 州 間 の軋 礫 も依 然 と

して維 持 さ れ た 、,

ドイツ統 一 が 成 し遂 げ られ た1990年 代 以 降,中 央 政 府が 所 得 再 分 配 機 能 を高

め て い る とい う こ とは,「 小 さ な政 府 」 が 主 流 とな っ て い る世 界 的 情 勢 か ら見

れ ば,む しろ 逆 行 して い る よ う な様相 を呈 して い る。 そ して この 背 景 に は,ド

イ ッ統 一 後10年 を経 過 した現 在で も,束 西 財 政 力格 差 の拡 大 が 厳 然 と して 存 在

して い る こ とが あ る。 ドイ ッ統 一後 に 見 られ た 楽 観 論 は今 や 後景 に移1),む し

ろ東 西 格 差 は 本 当 に解 消 され つ つ あ るの か 、 とい う議 論 も起 こ って い る2%

こ う した 東 西 格 差 の 問 題 の 中で も,と りわ け 失 業率 の格 差 か ら生 じる社 会 保

障 費 の 増 大 が,公 共部 門 へ の財 政 需 要 の 高 ま り と して 現 れ る一 方 で,EUに よ

る 財 政 規 律 が,公 共 部 門 に対 して 財 政 支 出 削 減 圧 力 を課 して い る。 シ ュ レー

ダー 政 権 は,「 ア ジ ェ ン ダ2010」 を提 起 し,社 会保 障 水 準 の 切 り下 げ等 を 打 ち

26)中 村,前 掲論文,レ1ベージ,。

2「1)同上論文。

28)Busぐh,a.d.(〕,
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出 す こ とで対 応 しよ う と して い るが ,厳 しい 世論 の反 発 に あ って い る291、,連邦

政 府 は,旧 東 ドイ ツ州 を財 政 調 整 制 度 にお い て 支持 す る ため
,調 整 支 出 を拡 大

す る と同 時 に,EUの 財 政 規 律 に も応 えて い か な け れ ば な らな い とい う厳 しい

状 況 に 置か れ る よ うにな って い る 。

お わ り に

ドイッ統一により旧束 ドイツ地域を制度の中に抱え込むことによ
って.連 邦

財政調整制度は大きな変容を迫 られた。それは,水 平的財政調整の限界性とし

て露呈 し,制 度そのものを支えるための妥協 としての垂直的調整の強化 という

結果をもたらしている.

垂直的財政調整の強化は,旧 東 ドイッ州の財政基盤を安定化に寄与すること

になった。しかし.本 来水平的財政調整が中心であったはずの連邦財政調整に

おいて漣 邦o)関 与が強 まると㌧・うことは.Fuか らの轍 規律越 める圧力

の下で.制 度の運営そのものを非常に厳 しい状況に迫い込んで しまうことにな

り,公 共サービスの水準を低 下させて しまうことにつなが りかねない
。

状況によって漣 邦と州力零話し合噺 しい制度を構築 してゆくというあ肪

は,分 権制をしくドイッならではであり,よ り住民に近い単位において行政が

行われることを保鮒 るという点については非常によい ものであるとし、える.

しか し,こ の分権的な政治体制を支える財政調整制度を本来的に機能させるに

は,現 存の地域格差を縮小させること揃 提である
.現 在のところ,地 域格差

縮 小 が 早 晩 な さ れ る の が難 しいオ犬況 で あ る以一1二
,髄 的 財 政 調 整 の 拡 大 鮒 と、

財 政規 律 の は ざ まで 揺 れ 動 く難 しい 財政 」鰭 の局 面 が 今 後 繊 く こ とに な る
.

本 稿 で1よ ドイ ッ統 一後 の 財政 調 整 にお け る垂 直 的財 政調 整 の拡 大 につ い て

論 じて きた が ・ こ う した状 況 が 政 策 的 意 図 を持 って進 め られ た もの な の カ、ど う

か ・ とい う点 につ い て 改 め て 論 じる必 要 が あ る
,,ド イ ツ統 一以前 か ら.財 政 調

29)「 アジェンダ2・・〔)」とシニ・・レーダー首相によるrア シ」,ンダ2・1・」の、糊 につ㌧、ては。 ド"連邦政府ホームページ(htt
p;11www.bulldesregierung.de)を参照,
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整制度に関する改革議論は広範になされており,ま た,改 革の必要性が叫ばれ

ていたことは,1986年 にはじめての財政調整制度についての違憲訴訟が起こっ

ていることか らも明らかである。その際の議論の巾心になっていたのは,連 邦

への集権化傾向に反して,分 権的な連邦制をいかに現実のものとするのか.と

いうことであったはずである。この点については.今 後の課題としたい。


